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国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）の 

結果と国の動向について 
 

 

■開催日程 2015 年 11 月 30 日（月）～12 月 12 日（土）深夜 

■開催地  パリ（フランス） 

■参加規模 195 カ国+ＥＵの政府関係者、国連機関、ＮＧＯ等 約 36,000 人 

■主な会議 首脳会合、閣僚会合、全体会合、各種作業部会等 

■主な成果 「パリ協定」及びＣＯＰ２１決議の採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の動き 

・パリ協定の具体的なしくみを締約国の個別会議で検討 

・「パリ協定」に署名（2016 年４月 22 日予定） 

・「地球温暖化対策計画」を策定（今春まで） 

・「エネルギー・環境イノベーション戦略」を策定（今春まで） 

 

・世界の平均気温の上昇を、産業革命前に比べ２℃より十分下方に保つ。

また。１・５℃に抑えるよう努力する。 

・可能な限り早く排出のピークを迎え、今世紀後半には人為的排出と吸収

減による吸収量をバランスさせる。 

・全ての国は削減目標を５年毎に提出・更新する。 

・世界全体の実施状況を５年毎に把握する。 

・目標達成に、国際間で移転される緩和成果である市場メカニズム 

（ＪＣＭ）を採用する。 

・先進国は引き続き途上国に資金を提供するとともに、途上国の自主的な

資金提供を奨励する。 

・透明性向上のための枠組を構築する。 

・世界総排出量の５５％以上の排出量を占める５５カ国以上の国が批准等

により加盟手続きを行なった３０日後に効力を生じる。 

〔パリ協定の主な内容〕 
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